
 

 

相続が開始したら、遺言書の有無の確認は必須の事項と考えます。公正証書遺言なら公証役場で、自筆証書遺言は法務

局で保管してもらっていれば、遺言者が死亡した後は相続関係人等が作成の有無を確認することができます。 

 

 
遺言書が保管されている場合には、「遺言書情報証明書」の交付を請求（全国どの遺言書保管所でも、交付の請求をする

ことができます。）し、遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得することができ、その証明書で相続手

続きを進めることができます。 

なお、「遺言書保管事実証明書」の交付請求は、一通につき800円、「遺言書情報証明書」は、一通につき1,400円の

手数料が必要です。                                    （文責：山本和義） 
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